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会 議 名 

（審議会等名） 
令和４年第９回小金井市農業委員会の会議 

事 務 局 

（担 当 課） 
農業委員会事務局 

開催日時 
令和４年９月２０日（火） 

１５：３０～１６：３０ 

開催場所 小金井市役所第二庁舎８０１会議室 

出 

席 

者 

委 員 

岸野有次、鴨下重雄、大久保勝盛、阪本啓一、鴨下輝秋、

髙橋金一、髙杉隆行、井寺喜香、大澤一浩（新型コロナ

ウイルス感染拡大防止のため人数を減らしての縮小開

催） 

その他  

事務局 高橋事務局長、山﨑係長、江平主任 

欠席者 
 

髙𣘺博、髙橋正弘、松嶋あおい、渡邉雅毅、大堀金義 

 

傍聴の可否 
 

可・不可・一部不可 傍聴者数 ０人 

傍聴不可・一部不可の場

合は、その理由 
個人情報保護による 

会議次第 別紙のとおり 

提出資料 別紙のとおり 

そ の 他 別紙のとおり 
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１ 開  会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 会期の決定 

議   長  会期は本日一日とさせていただきます。 

 

４ 会議録署名委員の指名 

議   長  会議録の署名委員を指名します。 

  〔６番〕阪本啓一委員、〔８番〕鴨下輝秋委員にお願いします。 

 

５ 議案の審議  

 ⑴ 第 1号議案 

  ① 農地法第３条について 

   （今回はありません。） 

 ⑵ 第２号議案 農地法第４条、第５条に基づく転用届出について 

  ① 農地法第４条について 

（今回はありません。） 

 ② 農地法第５条について 

 

 ⑶ 第３号議案 その他の事項について 

  ① 引き続き農業経営を行っている旨の証明について 

議   長 

 

 

引き続き農業経営を行っている旨の証明について事務局より説明を

お願いします。 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

農地法第５条の農地転用届出の専決処理について、事務局より説明

をお願いします。 

 

〔１件事務局説明〕 

 

この件につきましてご意見、ご質問等ございますか。 

 

〔意見、質問なし〕 

 

特に無いようですので、次へ移ります。 
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

委   員 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

委   員 

 

議   長 

 

 

 

 

〔事務局説明〕 

 

事務局より説明が終わりましたので、事務局より報告をお願いしま

す。 

 

報告します。自宅の東側に位置する畑と北側に位置する畑があり、

ドウダン、モクセイ、ツツジ、シャラ等が生産されている植木畑です。 

北側の畑では、一部自家消費用のジャガイモ、サトイモ等の野菜を

生産しています。現在は、植木が売れることはほとんどないとのこと

です。下草の管理が十分ではないところがあったためお願いしました

が証明することに問題ありません。 

 

事務局の報告のとおりです。問題ありません。 

 

この件につきましてご意見ご質問ございませんか。 

 無いようですので、この件につきましてはご異議ございますか。 

 

〔「異議なし」との声あり〕 

 

異議なしと認め証明することといたします。 

 

２件目について事務局より説明をお願いします。 

 

〔事務局説明〕 

 

事務局より説明が終わりましたので、事務局と地区担当委員より報

告をお願いします。 

 

 

 

報告いたします。こちらの畑も、植木畑です。ハナミズキ、サツキ、

ツツジ等を生産しています。植木の販売はほとんどないとのことです。

下草については、処理がされていましたが、一部植木が密集していま

したので対応をお願いしました。証明することに問題はありません。 

 

 事務局の報告のとおりです。問題ありません。 

 

この件につきましてご意見ご質問ございませんか。 

無いようですので、この件につきましてご異議ございますか。 

 

〔「異議なし」との声あり〕 
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議   長 

 

異議なしと認め証明することといたします。 

 

 ② 相続税の納税猶予に関する適格者証明について 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

委   員 

 

議   長 

 

 

相続税の納税猶予に関する適格者証明について事務局より説明をお

願いします。 

 

〔事務局説明〕 

 

事務局より説明が終わりましたので、事務局より報告をお願いしま

す。 

 

報告いたします。こちらの畑は、植木畑です。相続人の方が管理し、

適切に肥培管理されていることから証明することに問題ありません。  

 一部、祠と参道については、証明する範囲から覗いております。 

 

事務局の報告のとおりです。問題ありません。 

 

この件につきましてご意見ご質問ございませんか。 

 無いようですので、この件につきましてはご異議ございますか。 

 

〔「異議なし」との声あり〕 

 

異議なしと認め証明することといたします。異議なしと認め証明す

ることといたします。 

 

 ③ 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について事務局

より説明をお願いします。 

 

〔事務局説明〕 

 

事務局より説明が終わりましたので、事務局と地区担当委員より報

告をお願いします。 

 

報告いたします。申出者の兄の従事者についての証明になります。

亡くなられる前も申出者が管理を担っており、植木の生産と一部野菜

の生産をしております。自宅の隣では、ノラボウ、ブロッコリー、カ

リフラワー等の野菜とキウイを生産しています。自宅から離れた２箇

所の農地では、ヒメシャラ、ボウガシ等の植木の栽培ともう一つの農

地は梅林になっております。いずれも、販売はしておらず、自家消費

とのことです。植木畑の草の管理が十分ではない箇所がありましたが、
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委   員 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

委   員 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

近日除草処理をするとのことでした。概ね良好に肥培管理もされてい

ることから、従事者として証明することに問題ないと考えます。 

 

事務局の報告のとおりです。問題ありません。 

 

この件につきましてご意見ご質問ございませんか。 

無いようですので、この件につきましてはご異議ございますか。 

 

〔「異議なし」との声あり〕 

 

異議なしと認め証明することといたします。 

 

２件目について事務局より説明をお願いします。 

 

〔事務局説明〕 

 

事務局より説明が終わりましたので、事務局と地区担当委員より報

告をお願いします。 

 

報告いたします。申出者の夫の従事者についての証明になります。

亡くなられる前までクリの生産とタケノコの生産をしていました。販

売はしておらず、自家消費とのことです。今後は、竹林を残し、タケ

ノコの生産をしていきたいとのことでした。概ね良好に肥培管理もさ

れていることから、従事者として証明することに問題ないと考えます。 

 

事務局の報告のとおりです。問題ありません。 

 

この件につきましてご意見ご質問ございませんか。 

無いようですので、この件につきましてはご異議ございますか。 

 

〔「異議なし」との声あり〕 

 

異議なしと認め証明することといたします。 

 

３件目について事務局より説明をお願いします。 

 

〔事務局説明〕 

 

事務局より説明が終わりましたので、事務局と地区担当委員より報

告をお願いします。 

 

報告いたします。申出者の夫の従事者についての証明になります。



6 

 

 

 

 

 

委   員 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

亡くなられる前まで申出者が、ハウス栽培で多品目の野菜を生産して

おり、ＪＡに出荷していました。良好に肥培管理がされており、従事

者として証明することに問題ないと考えます。 

 

事務局の報告のとおりです。問題ありません。 

 

この件につきましてご意見ご質問ございませんか。 

無いようですので、この件につきましてはご異議ございますか。 

 

〔「異議なし」との声あり〕 

 

異議なしと認め証明することといたします。 

 

   

④ 生産緑地の取得の斡旋について 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 生産緑地の取得の斡旋について事務局より説明をお願いします。 

 

〔事務局説明〕 

 

 事務局より説明が終わりました。地区担当委員は、担当地区で希望

される農家があれば、次回の農業委員会までに事務局へ報告をお願い

いたします。 

 

 この件につきましてご意見ご質問ございませんか。 

 無いようですので、次へ移ります。 

 

６ 協議事項 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 協議事項について事務局より説明をお願いします。 

 

〔⑴支部別座談会の開催について〕 

 

 支部座談会の開催日程、会場の準備等について、地区担当委員から

支部長へ調整いただき、準備を進めていただきますようお願いします。  

 

〔⑵「農業委員会等功労者」、「農業功労者」表彰事業の実施について〕 

 

２月に開催される農業者大会において表彰される事業です。基準に

基づき事務局より該当する方に調整させていただき、農業委員会の会

議に報告します。 
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議 長 

 

ご質問等ございますか。  

 無いようでしたら次へ移ります。 

 

 

７ 報告事項 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 報告事項について事務局より説明をお願いします。 

 

〔⑴農業祭の役割について〕 

 

例年、審査の立ち合いをお願いしています。物産、植木と分かれま

すが、よろしくお願いします。 

 

〔⑵農業委員と市議会議員との意見交換会について〕 

 

 ７月の農業委員会において協議し、決定した内容等を資料にまとめ

ましたので確認をお願いします。 

 

 開催日時は、１１月２日（水）正午開会、昼食を取りながら懇談会、

市議会議員は全員を対象とし、ＪＡ東京むさし小金井支店２階会議室

をお借りし、懇談会終了後にわくわく都民農園小金井に移動し見学後、

サツマイモの収穫体験をしてもらう内容となっております。 

 

 ご質問等ございますか。 

 

〔質問等なし〕 

 

 それでは、この内容で進めます。よろしくお願いします。 

 

ご質問等ございますか。 

 無いようでしたら次へ移ります。 

 

 

８ 連絡事項 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 連絡事項について事務局より説明をお願いします。 

 

〔⑴ 農業委員会農地部会長・経営部会長研究集会の開催について〕 

〔⑵ 立毛品評会の開催について〕 

   

ご質問等ございますか。 

 無いようでしたら次へ移ります。 
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９ その他 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 その他について何かございますか。 

 

〔⑴視察について〕 

  

 

 他にございますか。 

 無いようでしたら、これで令和４年第９回農業委員会の会議を終了

させていただきます。 
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令和４年第９回小金井市農業委員会の会議次第 
 

日 時 令和４年９月２０日(火) 
午後３時３０分 開会 

場 所 小金井市役所第二庁舎８０１会議室 
 

１ 開 会 
 
２ 会長挨拶 
 
３ 会期の決定 
 
４ 会議録署名委員の指名 
 
５ 議案の審議 

⑴ 第１号議案 農地法に基づく農地の許可申請について・・・  ０件 
⑵ 第２号議案 農地法に基づく農地の転用届出について・   

  ① 農地法第４条について・・・・・・・・・・・・・・・・  ０件 
  ② 農地法第５条について・・・・・・・・・・・・・・・・  １件 
⑶ 第３号議案 その他の事項について 

  ① 引き続き農業経営を行っている旨の証明について・・・・  ２件 
  ② 相続税の納税猶予に関する適格者証明について・・・・・  １件 
  ③ 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての 

証明について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３件 
④ 生産緑地の取得の斡旋について・・・・・・・・・・・・  １件 

 
６ 協議事項 
 ⑴ 支部別座談会の開催について 
 ⑵ 「第４９回農業委員会等功労者」、「令和４年度農業功労者」表彰事業の

実施について 
  
７ 報告事項 
⑴ 農業祭の役割について 

 ⑵ 農業委員と市議会議員との意見交換会について 
 
８ 連絡事項 
 ⑴ 農業委員会農地部会長・経営部会長研究集会の開催について 
 ⑵ 立毛品評会の開催について 
 
９ その他 
 ⑴ 視察について 
 
10 閉会 


